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○壮瞥町防災会議条例

昭和 37年 12月 22日

条例第 13号

改正 平成 8年 6月 27日条例第 9号

平成 12年 3月 8日条例第 7号

平成 25年 6月 14日条例第 21号

(目的)

第 1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 16条第 6項の規定に基づき

壮瞥町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第 2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 壮瞥町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第 3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる機関のうちから町長が任命する者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 陸上自衛隊の自衛官

(3) 北海道知事の部内の職員

(4) 北海道警察の警察官

(5) 北海道大学理学部付属有珠火山観測所の職員

(6) 教育委員会の職員

(7) 消防団長及び西胆振消防組合壮瞥支署長

(8) 町長部局の職員

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

6 防災会議の定数は 35人以内とする。

7 第 5項第 9号及び第 10号の委員の任期は 2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前

任者の残任期間とする。
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8 前項の委員は再任されることができる。

(専門委員)

第 4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は関係地方行政機関の職員、北海道の職員関係市町村の職員、関係指定公共機関の

職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(会長への委任)

第 5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議にはかつて定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 8年条例第 9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 12年条例第 7号)

この条例は、平成 12年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 25年条例第 21号)

この条例は、公布の日から施行する。
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○壮瞥町災害対策本部条例

昭和 37年 12月 22日

条例第 14号

改正 平成 25年 6月 14日条例第 21号

(趣旨)

第 1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 23条の 2第 8項の規定に基

づき壮瞥町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第 2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総理し所属の職員を指揮

監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その職員は本部長の命を受け本部の事務に従事す

る。

(係)

第 3条 本部に係を置く。

2 係に属すべき本部員その他の職員は本部長が定める。

3 係にそれぞれ係長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

4 係長は係の事務を掌理する。

(本部長への委任)

第 4条 前各条に定めるもののほか、本部に関し、必要な事項は本部長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 25年条例第 21号)

この条例は、公布の日から施行する。
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○災害の概要

発生年月日 種 別 地 域 災 害 の 概 要

明治 43年 噴 火 全 町 午前 6時 40分有珠山の鳴動に始まる。約 145日間
7月 22日 にわたる噴火・地震・隆起により明治新山（四十三

山）が生成。本町では人的被害はなかったが、降灰に

よる畑地・農作物の被害は西湖畔地域が最も多く、隆

起・亀裂・泥流・降灰により全部荒廃に帰した面積 9
2.9ha、幾分の被害を受けた面積 10.1ha、被害額 6,55
0円に上っている。湖岸から明治新山に向かって約 30
度の傾斜で約 150ｍも隆起した反面、その区間の湖岸
が延長約 750ｍにわたり湖水に押し出された。

昭和 5年 なだれ 黄 渓 家屋倒壊死者 6名、重傷者 3名
3月 13日

昭和 18年 噴 火 全 町 有珠山の東山麓噴火活動で昭和新山を生成。被害は

12月 28日～ 昭和 18年 12月 28日から発生し、乳幼児 1名が降灰
により窒息死した他、噴石による若干の負傷者等の人

～昭和 20年 的被害があり、経済的被害その他の被害は、耕地・山

9月 20日 林・家屋・農産物を含め、道路・鉄道その他の工作物

に至るまで広範なものであった。特に耕地にあっては

永久荒廃にあったものや復旧に数年を要したものがあ

り、また家屋にあっては柳原、フカバ地区において焼

失したもの以外は全部移転復旧を要した。戦時中の最

も資材難の時代にあって、被災者の生活及び復旧に対

する困難さは極めて深刻であった。農作物被害は、2,1
64ha、被害額 434,784円、田畑山林被害は永久荒廃 1
52ha、復旧に数年を要したもの 223.5ha、被害額 286,
488円。地方費道 3㎞、町村道 5㎞、道路破壊、かん
がい水路破壊 1.5㎞、鉄道復旧及び付換 3.3㎞等あ
り、被害総額は、1,823,180円に上った。
本火山活動は明治 43年に続く山麓活動で、昭和 18

年 9月 20日暮に洞爺湖温泉市街地を中心に地震を頻
発し、一転して活動の中心が伊達町（当時）との村界

に移動、次第に北上して翌年 6月 23日に東九万坪の
畑地に噴火を開始し、約４ヶ月余、火砕サージを含む

激しい噴火が続き、冬に入って固結した溶岩塔を押し

上げ、海抜 407ｍに達して停止した。

昭和 29年 台 風 全 町 台風 15号（洞爺丸台風）被害。小中学校校舎及び
9月 26日 民家の屋根が各所で吹き飛ばされるとともに、国有

～ 27日 林、民有林の樹木が将棋倒しのようになぎ倒された。

建物被害額 713千円、一般建物で住宅倒壊 7戸、屋根
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12戸。農業関係被害、水稲・果樹類等、被害額 55,90
4千円、倒木 1万石以上。洞爺丸の沈没により、住民
2名が遭難死している。

昭和 36年 大 雨 長流川 道路決壊 4箇所、流失 8箇所。橋梁決壊 3箇所、流
10月 5日 流域 失 1箇所。家屋全壊 1戸、半壊 2戸、流失 2戸、浸水
～ 6日 33戸。水田流失埋没 10.1ha、田冠水 20ha、畑冠水 8

0ha。り災世帯 38戸、り災者 125人

昭和 39年 火 災 黄 渓 精錬所火災。強風のため燃料の重油に着火、990㎡
5月 2日 焼失、負傷者１名

昭和 44年 集中豪雨 全 町 災害発生 2時 45分。床上浸水 1棟 100万円、床下
6月 13日 浸水 7棟。畑 14.3ha、0.6ha、被害額 3,242千円。排

水路 1カ所、林道 1カ所損壊。被害総額 4,482千円

昭和 45年 台 風 全 町 台風 9号被害。住家 1棟一部被害。農地 911ha、被
8月 15日 害額 86,128千円。黄渓中学校の屋根飛散、仲洞爺野

営場便所破損等、被害総額 107,944千円

昭和 46年 大 雨 仲洞爺 災害発生 17時。ホロト仲洞爺線路面流失 20ｍ、昭
9月 4日 滝之町 和新山第 2線路面流失 50ｍ、道路決壊 10ｍ、白水川

蟠 渓 林道道路決壊 20ｍ等、被害総額 4,280千円
立 香

昭和 47年 台 風 全 町 災害発生 14時 30分。蟠渓地区で住家 1棟半壊、住
9月 17日 家一部破損、床上浸水 9世帯、床下浸水 16世帯、被

害額 1,179千円。上久保内地区を除く地区で、農作物
被害田 191ha、畑 617ha、被害額 73,074千円。白水
川他 2カ所、下幸内線上立香線等の路面流失、りんご
・くり畑 98ha、被害額 60,010千円。蟠渓スキー場ロ
ッジが倒壊、蟠渓共同浴場に土砂流入。被害総額 232,
714千円

昭和 48年 集中豪雨 全 町 災害発生 23時。滝之町、壮瞥温泉、仲洞爺で床下
8月 17日 浸水。総合グラウンド土砂流入、総合グラウンド照明

灯 1基破損、立香地区の用排水路が土砂の堆積埋没。
滝之町下立香線他 8本の道路及び安宅川他 6本の普通
河川決壊。壮瞥温泉地区で湖水荘・洞爺湖グランドホ

テルが、それぞれ床下・床上浸水。被害総額 28,917
千円

昭和 49年 暴風雨 全 町 災害発生 9時。滝之町地区の豚舎半壊、住宅物置半
4月 21日 壊、その他多数民家の屋根が吹き飛ばされた。町内各
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小中学校の屋根や物置等が強風で飛ばされ、被害額 2,
408千円。農業被害、農地 0.3ha、Ｄ型ハウス、ビニ
ールハウス等の被害額 9,572千円、被害総額 38,536
千円

昭和 50年 台 風 全 町 台風 5号に伴う集中豪雨。床上浸水 2世帯、床下浸
8月 19日～ 水、滝之町・仲洞爺地区等で 5世帯。田 1.5ha、畑 5h

20日 aの農地、田 1.5ha、畑 4.7haの農作物被害があり、
東湖畔１、立香、壮瞥温泉、滝之町地区の各町道の路

肩決壊、路面流失等、被害額 23,750千円。菅原川、
大川等河川決壊、私設林道（久保内）1カ所 500ｍの
路面決壊、農業施設被害 5件、被害総額 42,940千円

8月 23日～ 台 風 全 町 台風 6号に伴う集中豪雨。23日 16時 50分、滝之
24日 町 4民家付近増水のため土嚢を積む。壮瞥温泉グラン

ドホテル裏山から出水、役場・消防職員現場へ急行。

久保内第 5住家退避。21時 25分道道洞爺湖大滝線上
久保内～蟠渓間通行止め。町道上久保内～蟠渓、幸内

～蟠渓間通行止め。床上浸水 1世帯、床下浸水 1世
帯、狩野川・菅原川・大川等の河川決壊、被害額 23,4
60千円。町道ホロト久保内線、滝之町下立香線、レル
コルベツオロエンシリベツ線等で、路肩決壊、路面流

失があり、被害額 29,990千円。その他林道 1カ所、
用水路 2カ所、治山工事 4カ所の被害。被害総額 219,
933千円

昭和 51年 台 風 全 町 台風 17号に伴う強風により、収穫近くのりんご 110
9月 14日 ha、菜豆 32ha、スイートコーン 18ha、被害総額 15,2

81千円。小学校 1校臨時休校

昭和 52年 噴 火 全 町 8月 6日朝から有感地震が多発し、翌 7日 9時 12
8月 7日 分、山頂から軽石噴火が始まる。

噴煙の高さは 1万メートルにも達した。
7日の噴火は広範囲に降灰し、風下の胆振線伊達～

久保内間、特に上長和～壮瞥間 5.27㎞がひどく、多い
所では 22㎝となり、運行不能となる。その後、道床
を掘り起こし、ふるいにかける除灰作業実施、9月 4
日運転再開。路線バス、地元居住者以外の立入りに制

限が加えられ、町内全路線の前面ストップが続いた。

この被害規模は、農作物で 49ha、51,725千円、農業
用施設で 2カ所、33,500千円、道道工事道路で 2カ
所、23,830千円、市町村工事 4カ所、5,088千円、林
業被害 653,165千円、医療施設被害 1カ所、625,568
千円、公園施設 6カ所、9,900千円、商鉱工業・観光
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施設被害額 411,000千円、文教施設の小中学校 7カ
所、被害額 279千円、高校 1カ所 134千円。その後も
8月 16日、同 24日、9月 13日等１余年火砕サージを
含む大小噴火を継続。その噴出物堆積のため再三土石

流を発生、昭和 53年 10月 24日、有珠山麓の広い範
囲で降雨による泥流が発生。この泥流により洞爺湖温

泉では 2人が亡くなり、1人が行方不明とたった。
昭和 57年 5月 18日火山予知連絡会において「ほぼ

噴火前の状態に戻ったと言える」と発表され、これが

事実上の終息宣言となる。

昭和 52年 火 災 壮瞥 午後 8時頃、壮瞥温泉団地で、寝たばこによる出
12月 25日 温泉 火、1名死亡

昭和 53年 集中豪雨 全 町 12日から 13日にかけての降雨により、町道上久保
6月 12日～ 内線、上久保内蟠渓線道路決壊。小豆、菜豆、果樹等

13日 540ha、被害額 66,235千円。農業施設 5カ所、48,712
千円、被害総額 124,602千円

10月 24日 集中豪雨 壮瞥 21時 35分泥流発生。大東ホテル寮八景園、壮瞥温
温泉 泉団地等で、床上浸水 26世帯 62人、床下浸水 40世

帯 97人、北大火山観測所床上浸水、避難所のうち 57
人が寿の家に避難、農地 3.5ha、7,000千円の被害、
被害総額 15,500千円

昭和 55年 台 風 全 町 台風 20号により、りんご 101ha、22,079千円、町
10月 20日 道三恵線路面決壊 1カ所、2,302千円、被害総額 26,7

45千円

10月 25日～ 暴風雨 滝之町 滝之町、立香地区で、風圧によるりんごの木の損傷

26日 久保内 と主幹主枝の破損 1.7ha、被害額 66,634千円
立 香

昭和 56年 台 風 全 町 8月 3日から 6日までの前線と台風 12号による被
8月 4日 大 雨 害は大きく、5日午前 7時 30分町職員全員出勤、被災

場所への調査実施。同日同時刻現在の雨量は、壮瞥温

泉カトレアで 171.5mm、昭和新山 163.5mm、滝之上
（消防）132.7mm。道路被害は、町道昭和新山第 2
線、建部西湖畔線の路面決壊。駒別線路肩決壊並びに

崖崩れ（幅 40ｍ、高さ 10ｍ）、ホロト久保内線佐藤
地先、大宮地先路面流失、原田地先土砂崩れ、南條沢

崖崩れ、東仲洞爺線路面流出、道道滝之町伊達線工藤

地先道路決壊により不通、道道伊達洞爺線篠原地先崖

崩れのため不通、道路被害件数 38件、被害額 59,280
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千円。普通河川仲洞爺大川原田地先河岸決壊、安宅川

・南條の沢川決壊、河川被害件数 23件、被害額 148,3
40千円。下久保内岩倉地先法面崩壊、オロフレスキー
場ゲレンデ土砂流出。農地用地被害、田 0.4ha、3,800
千円、畑 2.6ha、8,900千円、農作物被害 3.0ha、2,13
8千円、床下浸水幸内地区住家と牛舎、上久保内の倉
庫、被害総額 278,258千円

8月 23日 台 風 全 町 8月 21日から 24日にかけて台風 15号と前線によ
る大雨。床下浸水南久保内 1世帯、滝之町 7世帯、蟠
渓・幸内で 20世帯、床上浸水蟠渓 1世帯、被害額 60
0千円。道路被害、町道下幸内線三品地先路面流出、
関内蟠渓線斉藤地先・南地先路肩決壊、幸内上幸内線

岡崎地先・加藤地先路面決壊、他多数の町道の路肩決

壊。壮瞥高校ビニールハウス 3棟破損、壮瞥小学校校
舎物置土砂崩れ。商工関係で仲洞爺キムンドの滝橋ゲ

タ流出及び土砂流出。河川被害、普通河川清水川（佐

藤地先）・三品川（高橋地先）・久保内川（田村地

先）・下久保内川（安江地先）他河川総計 16カ所、3
62,520千円。農地関係被害、滝之町（藤田地先）長流
川決壊による水田流失 0.3ha、立香（中村地先）ヌッ
パオマナイ川増水による農道路面決壊、壮瞥温泉（松

本地先）畑に土砂流入 0.3ha。農作物被害、菜豆 335h
a、てん菜 8ha、りんご 24ha、滝之町東湖畔地区風圧
による倒木と主幹主枝の破損。被害総額 1,429,417千
円

昭和 57年 大 雨 滝之町 普通河川ヌッパオマナイ川（石田地先）河岸決壊、

4月 15日～ 立 香 学校沢川（早坂地先・成田地先）河岸決壊等河川被害

16日 仲洞爺 9カ所、被害総額 28,900千円。町道立香牧場線等道路
被害 4カ所、被害総額 34,300千円

10月 20日 大 雨 全 町 11時 40分「蟠渓梅林宅浸水のおそれあり」との連
絡あり。蟠渓大橋の橋ゲタまで水が上がる。りんご被

害 14ha、普通河川学校沢川（教員住宅前・東山地
先）、ヌッパオマナイ川（石田地先）等 7カ所の河岸
決壊。道路被害、中達観内西関内線（田中地先）路面

決壊等 16カ所。被害総額 67,715千円

昭和 58年 大 雨 全 町 8月 11日未明からの雨により、立香、弁景、幸内地
8月 11日 区に被害。農地 0.7ha、被害額 1,200千円、農作物 2.0

ha、被害額 500千円、農業用施設 3カ所、被害額 9,5
00千円
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昭和 59年 暴 風 全 町 滝之町地区。暴風による果樹（りんご）の落下、被

8月 23日 害額 6,000千円

9月 9日 暴風雨 全 町 低気圧による暴風雨のため、湖畔周辺、滝之町、上

久保内、幸内、蟠渓、駒別地区に被害集中。農作物

（高級菜豆）に被害、被害額 3,250千円。果樹の落果
による被害 3,600千円

10月 27日 強 風 全 町 滝之町地区果樹園に被害、果樹の落果による被害額

5,500千円

昭和 60年 大 雨 全 町 台風 13号による大雨により滝之町地区農業用施設
9月 1日 に被害。排水路延長 668ｍ（土砂埋そく）、被害額 1

2,000千円。立香地区、農業用施設、頭首工 1カ所
（左右護岸流出）、被害額 30,000千円

昭和 61年 強風雨 全 町 全町的に営農施設の被害（立香、南久保内、幸内、

5月 14日 上久保内、滝之町３、滝之町４、仲洞爺）、ビニール

～ 15日 ハウスに被害（ビニールのみ 20棟、750千円、ビニ
ールパイプ 5棟、501千円）、マルチトンネル 1.2ha3
ヶ、被害額 251千円、マルチ 0.3ha、4カ所、被害額
26千円、被害総額 1,528千円

9月 3日～ 大 雨 駒 別 9月 3日から 4日にかけての台風 15号から変わっ
4日 た熱帯低気圧に伴う大雨の被害。土木被害、林道駒別

線路側施設の倒壊及び盛土の崩落、延長 84ｍ、被害
額 11,100千円

9月 21日 強 風 滝之町 台風くずれによる風害、果樹の落果、被害額 6,179
千円、樹体損傷、被害額 1,800千円、被害総額 7,979
千円

昭和 62年 強 風 滝之町 台風 12号から変わった温帯低気圧による風の被
8月 31日 害。滝之町地区、果樹落果等、被害額 21,887千円、
～ 9月 1日 高級菜豆、被害額 16,136千円、営農施設、被害額 4,7

17千円、非住家被害（一部破損）50千円、被害総額
42,790千円

昭和 63年 強 風 滝之町 営農施設に被害、ビニールハウス、被害額 2,373千
5月 14日 円、非住家被害（一部破損）40千円、被害総額 2,413

千円

平成元年 台 風 全 町 8月 27日から 28日にかけての台風 17号による風
8月 27日 大 雨 と雨による被害。町道、白水川線（土砂崩壊）、関内
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～ 28日 蟠渓線（倒木）、小弁景幸内線（路面土砂流失）、上

久保内線（路面土砂流出）。農作物被害 677ha、高級
菜豆 2,986ha、ビニールハウス等、被害総額 3,842千
円

平成元年 大 雨 全 町 9月 3日から 4日にかけての大雨による被害。下立
9月 3日 香地区農業用施設 1カ所、用水路（土砂埋そく）被害
～ 4日 額 100千円。町道駒別線（土砂堆積）、林道駒別線

（道路決壊、路面流失）、林道上久保内線（路面流

失）、町道上久保内線（路面流失）、町道白水川線

（路面流失）、町道関内蟠渓線（土砂堆積、法面決

壊）、町道幸内上幸内線（土砂埋そく）、町道小弁景

幸内線（路面流失）、町道弁景右岸線（土砂埋そ

く）、町道東仲洞爺線（路面流失）、町道中達観内西

関内線（路面流失）、町道阿波国達観内線（路面流

失）、町道立香牧場線（路面流失）、東湖畔林道（路

面陥没）。被害額 840千円、被害総額 940千円

平成 2年 大 雨 滝之町 8月 14日から 15日にかけての大雨による被害。建
8月 14日 部地区民家 1戸が床下浸水
～ 15日

11月 30日 暴風雨 全 町 台風 28号から変わった低気圧による風と雨の被
～ 12月 1日 害。上久保内牧場、看視舎 1棟全壊、被害額 1,730千

円、幸内、地熱水多目的利用施設 17棟、ビニール破
損被害額 4,500千円、立香牧場看視舎、一部損傷、被
害額 470千円、農作物 1.2ha、被害額 2,000千円、被
害総額 6,970千円

平成 5年 暴風雨 全 町 大雨・洪水警報発令による被害状況。弁景オロフレ

6月 4日 スキー場ロッジ屋根トタン一部破損、被害額 1,500千
円、農業用施設の被害（ビニールハウスの破損）、被

害額 880千円、農作物（ハウスメロン 6a）、被害額
2,100千円、被害総額 4,480千円

平成 11年 大 雨 全 町 7月 28日から 8月 2日にかけて、北海道付近に停
7月 28日 滞する前線に南から暖かく湿った空気が流れ込んで前

～ 8月 2日 線の活動が活発になり、7月 28日昼過ぎから降り始め
た雨が、断続的に 8月 2日昼頃まで降り続き、記録的
な激しい雨（300㍉前後）となった。床下浸水 3戸、
農地は田 0.05ha、畑 0.1haの被害、水田法面崩れ６カ
所、農作物は小麦、高級菜豆等合計で 40ha、被害額 2
8,842千円。農業用施設（用排水路）11カ所で被害額
5,900千円。町道中達観内西関内線、町道パンケ川右
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岸線３カ所、町道駒別蟠渓線、町道上久保内線、町道

阿波国東湖畔線、町道昭和新山第２線、被害額 3,800
千円。東湖畔林道 10カ所、上久保内林道、駒別林道
２カ所、被害額 51,000千円。仲洞爺大川、菅原川、
東湖畔大西川、長山川、立香ヌッパオマナイ川、被害

額 32,500千円。この他の被害額と併せて被害総額 22
4,216千円

平成 12年 噴 火 全 町 3月 27日から火山性地震が観測され、3月 28日未
3月 31日～ 明からは有感地震が現れ始めた。31日 13時 07分に

有珠山山頂部にある小有珠より西北西約 2.2㎞の西山
～平成 14年 西山麓で、噴火が始まった。4月 1日 11時 40分頃に

3月 31日 は洞爺湖温泉に程近い金比羅山の北西山腹で噴火が始

まった。被害程度は、住家被害全壊 1棟、被害額 2,11
4千円、半壊 16棟、被害額 50,535千円、一部破損 26
棟、8,479千円。非住家被害半壊 4棟、被害額 1,601,2
73千円。農作物被害 0.1ha ､被害額 300千円。商業被
害 15件、被害額 3,500千円、被害総額 1,697,701千円
。平成 13年 10月 25日火山情報の定期的発表の終
了。

平成 14年 3月 31日災害対策本部の閉止。平成 14年
4月 1日より復興対策本部となる。

平成 13年 台 風 全 町 台風 11号による雨と風の被害。農地は、畑 0.1ha
8月 22日 (浸水)、農作物は、りんご被害 40ha(枝ずれによる品

質被害)、水稲 0.1ha(倒伏)、大根 0.1ha(浸水)、スウ
ィートコーン 6.0ha(倒伏)、小豆 3.0ha(倒伏)、菜豆 3
0.0ha(倒伏)、農業用施設（排水路）決壊１カ所

平成 13年 台 風 全 町 台風 15号の雨による被害。治山施設１カ所、被害
9月 11日 額 2,500千円

平成 14年 大 雨 全 町 大雨・洪水・暴風警報発令による被害状況。滝之町

1月 21日 地区で床下浸水２戸、立香地区で納屋への土砂流入１

カ所。農地は立香地区の畑で 0.02ha、被害額 7,000千
円。町道駒別線（路肩崩壊）、被害額 500千円。被害
総額 7,500千円。その他道道洞爺湖登別線で法面路床
崩壊。

平成 16年 台 風 全 町 大風 6号による風の被害状況。
6月 22日 農業用施設の被害（ビニールハウスの全壊・一部破

損）被害額 4,000千円。
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平成 17年 大 雨 全 町 8月 2日～ 3日にかけての大雨（集中豪雨）による
8月 2日～ 被害。

3日 路肩及び法面崩壊箇所が町道 3路線、林道 2路線、
新山沼周辺 3箇所など。用排水路の土砂流入や水路の
決壊が、立香地区で 3箇所、上久保内地区で 4箇所、
南久保内、昭和新山地区で各 1箇所。被害総額 1,170
千円。

平成 18年 台 風 全 町 8月 7日から 8日にかけての台風 18号による風の
8月 7日～ 被害。全道 14ヶ所の観測所で史上最大の瞬間風速を

8日 記録。土木被害、町道久保内方面 11路線、滝之町方
面 15路線、林道 2路線（倒木災害）。施設被害、道
の駅サムズ（壁の倒壊）、キムンドの滝（倒木被

害）、森と木の里センター展望棟（窓ガラス破損）、

その他 13施設（倒木被害）。農業被害、りんご・な
し等落果被害（23ha）、ハウス等施設被害（57
棟）、菜豆・ピーマン等農作物被害（115ha）、農業
被害総額 88,900千円。森林倒木被害、民有林トド松
（0.4ha）、町有林カラ松（0.5ha）。

平成 22年 大 雨 全 町 12月 3日の大雨による被害。
12月 3日 農業被害 南久保内地区農業用用水路土砂上工事

工事費用約 1,300千円。
町道 5箇所の災害復旧 約 3,600千円

平成 24年 暴 風 全 町 11月 26日から 27日にかけての暴風、着雪による被
11月 26日 着 雪 害。胆振管内では最大で約 55,000戸が停電。壮瞥町
～ 27日 でも壮瞥温泉地区や立香地区などで約 220世帯が停電

となる。町有地及び町道の災害復旧（倒木）約 17,000
千円

平成 25年 暴風雨 全 町 4月 7日の大雨による被害。融雪期と重なったため河
4月 7日 川の増水、水路越流による土砂流入が発生。

町道 12路線、林道 1路線（土砂流入、路肩及び法面
崩壊）ハウス被害 全壊 1棟、破損 17棟。農地被害
隣接農地の崩壊、水路越流による土砂流入等 水田

約 900㎡ 畑約 700㎡、作物被害 灌水 2箇所、土流
出 1箇所。その他、農業用施設、観光施設等の被害あ
り。災害復旧費 38,897千円。
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水 防 活 動 実 施 報 告 書

自 年 月

至 年 月

（ 町）

水防活動 使 用 資 機 材 費

区 分 備 考

活動延人員 主要資材 その他資材 計

町分前回まで
人 円 円 円

月分

小 計

累 計

水防管理団体分

前回まで

月分

小 計

累 計

（作成書類）

１ 「前回まで」欄は、前回報告分に係る「累計」欄の数及び金額を記入すること。

２ 「主要資材」欄は、俵、かます、布袋類、たたみ、むしろ、なわ、竹、生木、丸太、く

い、板類、鉄線、釘、かすがい、蛇かご、置石及び土砂の使用額を記入すること。

３ 「その他資材」欄は、主要資材以外の資材の使用額を記入すること。

４ 「備考」欄には、具体的災害名（台風○○号、低気圧による大雨等）を記入すること。
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○そうべつ情報館設置及び管理に関する条例

平成 19年 8月 28日条例第 21号
改正 平成 20年 12月 12日条例第 26号

平成 23年 3月 8日条例第 5号
(目的)

第 1条 この条例は、壮瞥町のジオパーク・観光に関する情報、防災に関する情報及び町内で

生産される農産物や加工品等に関する情報等を発信し、地域の活性化を図ること並びに非常災害

時における災害対応の拠点とするため、そうべつ情報館(以下「情報館」という。)を設置し、並

びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第 2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

そうべつ情報館 壮瞥町字滝之町 384番 1

壮瞥町字滝之町 384番 7

(事業)

第 3条 情報館は、第 1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 町内のイベント・観光等の情報発信に関する事業

(2) 火山防災の情報発信に関する事業

(3) 町内農業者等が生産した農産物や加工品等の紹介・販売及び壮瞥町の農業に関する情報

発信に関する事業

(4) 憩いの場及び町内情報発信イベント等に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報館の設置目的を達成するために必要な事業

(施設)

第 4条 前条の事業を行うため、情報館は、次の施設をもつて構成する。

(1) ジオパーク・観光情報館

(2) 火山防災学び館

(3) 農産物直売所(以下「直売所」という。)

(4) 多目的広場

(5) その他前条の事業を行うために必要な施設

2 火山噴火等の非常災害時には、町長が別に定めるところにより、前項に掲げる施設を災害対

応拠点としての使用に供するものとする。

(開館時間等)

第 5条 情報館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認

めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開館時間

ア 4月 1日から 11月 15日まで 午前 9時から午後 5時 30分まで
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イ 11月 16日から翌年 3月 31日まで 午前 9時から午後 5時まで
(2) 休館日

ア 12月 31日から翌年 1月 5日まで
イ 11月 16日から翌年 3月 31日までのうち、国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第

178号)に規定する国民の祝日に該当する場合を除く毎週火曜日
2 前項の規定にかかわらず、情報館 1階トイレ、一般駐車場及び多目的広場は、1年を通じて

24時間利用できるものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時にこれを変
更することができる。

(使用の承認)

第 6条 情報館の施設のうち、次に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承

認を受けなければならない。

(1) 情報館研修室

(2) 直売所

2 多目的広場は、何人も自由に使用できるものとする。ただし、その全部若しくは一部を占有

する使用又は営利を目的とする使用をしようとするときは、町長の承認を受けなければならな

い。

3 町長は、前 2項の承認を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その
使用について条件を付することができる。

(使用料)

第 7条 前条の規定により使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければな

らない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第 8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は

一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第 9条 使用の承認を受けた者は、その使用の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若し

くは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。ただし、町長が特に認める場合

は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設をその設置の目的外に使用しようとする者は、あらかじめ町

長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により施設の目的外使用の承認を受けた者は、壮瞥町行政財産の使用料徴収条例

(昭和 59年条例第 12号)の定めるところにより、行政財産使用料を納めなければならない。
ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(特別設備の設置等の承認)

第 10条 第 6条又は前条の規定による使用の承認を受けた者は、その使用に当たつて特別の設
備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければな
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らない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、その使用について条件を付することができる。

(使用等の不承認)

第 11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第 6条若しくは第 9条の使用の承認
又は前条第 1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他管理運営上支障があると認める場合

(使用承認の取消し等)

第 12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、その使

用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用承認等を受けた者が当該使用承認等の条件に違反した場合

(3) 使用承認等を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(入館の制限等)

第 13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報館に入館しようとする者の入館

を禁じ、又は情報館に入館している者に情報館の使用の停止若しくは情報館からの退去を命じる

ことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他情報館の管理運営上支障があると認める場合

(原状回復)

第 14条 情報館を使用した者は、情報館の使用を終了したとき、又は前 2条の規定により情報
館の使用の停止を命じられ、若しくは第 12条の規定により使用承認等を取り消されたとき
は、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得た

ときは、この限りでない。

2 情報館を使用した者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費

用をその者から徴収する。

(賠償)

第 15条 情報館の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところに

よりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めると

きは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定)

第 16条 町長は、情報館(第 4条第 1項第 1号及び第 2号に掲げる施設を除く。)の管理運営上
必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 244条の 2第
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3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の指定に係る手続その他の事項については、壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手

続に関する条例(平成 16年条例第 1号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)

第 17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 第 3条第 3号から第 5号までに掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用の承認に関する業務

(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第 18条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から指定を受けた日の属する年度の

翌年度の 4月 1日(当該指定を受けた日が 4月 1日である場合は、当該日)から起算して 4年
の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者による使用の承認)

第 19条 第 16条第 1項の規定により指定管理者が管理を行う場合における使用の承認等につ
いては、第 6条及び第 10条から第 13条までの規定を準用する。この場合において、第 6条
及び第 10条から第 13条中「町長」とあるのは「町長(指定管理者が管理を行う施設にあつて
は当該指定管理者)」と、第 13条中「情報館」とあるのは「情報館(指定管理者が管理する施
設にあつては当該施設)」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受等)

第 20条 第 16条第 1項の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合においては、当該指
定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入

として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、第 7条第 1項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する施設の使
用の承認を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表第 2項及び第 3項の使用料の
額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。

5 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することがで

きる。

(業務報告の聴取等)

第 21条 町長は、指定管理者が行う業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理す

る業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査

し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第 22条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべ
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き事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を

取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが

できる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若し

くは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを

負わない。

(緊急時の措置等)

第 23条 第 4条第 2項の規定により、指定管理者が管理する施設を災害対応拠点としての使用
に供する場合又はその他緊急やむを得ない事由によつて指定管理者の管理の業務の全部若しくは

一部が停止された場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第 24条 指定管理者及び指定管理者が行う業務に従事している者(以下「従事者」という。)

は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退

いた後においても同様とする。

(委任)

第 25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して 1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行す
る。ただし、第 16条の規定による指定管理者の指定に必要な準備行為は、この条例の施行前に
おいても行うことができる。

(平成 19年規則第 27号で平成 19年 11月 9日から施行)
附 則(平成 20年条例第 26号)

この条例は、平成 21年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 23年条例第 5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

1 情報館研修室 1時間当たりの使用料
区分 使用料

夏期(5月～ 10月) 冬期(11月～ 4月)
第 1研修室 300円 400円
第 2研修室 200円 300円
備考 1時間未満の使用については、1時間の使用とみなすものとする。
2 農産物直売所使用料

農産物直売所を利用して販売した農産物・加工品等の販売額の 15パーセント。
3 多目的広場の青空市場サイトの 1日当たりの使用料

1区画 1日当たり 4,000円。
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別記１

〔災害情報等報告取扱要領〕

壮瞥町長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合、次に定めるところにより災害情報

及び被害状況報告（以下「災害情報等」という。）を胆振総合振興局長に報告するものとする。

１ 報告の対象

災害情報等の報告の対象は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 人的被害、住家被害が発生したもの

(2) 災害救助法の適用基準に該当する程度のもの

(3) 災害に対し、国及び道の財政援助等を要すると思われるもの

(4) 災害が当初軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合、又は広域的な災害

で壮瞥町が軽微であっても支庁地域全体から判断して報告を要すると認められるもの

(5) 地震が発生し、震度４以上を記録したもの

(6) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響からみて、報告の必要があると認められるもの

(7) その他特に指示があった災害

２ 報告の種類及び内容

(1) 災害情報

災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、別表 1の様式により速やかに報告する
こと。この場合、災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告すること。

(2) 被害状況報告

被害状況報告は、次の区分により行うものとする。ただし、指定行政機関及び指定公共機

関の維持管理する施設等（住家を除く。）については、除くものとする。

ア 速報

被害発生後直ちに別表 2の様式により件数のみ報告すること。
イ 中間報告

被害状況が判明次第、別表２の様式により報告すること。

なお、報告内容に変更を生じたときは、その都度報告すること。ただし、報告の時期等

について、特に指示があった場合はその指示によること。

ウ 最終報告

応急措置が完了した後、１５日以内に別表 2の様式により報告すること。
(3) その他の報告

災害の報告は、(1)及び(2)によるほか、法令等の定めに従い、それぞれ所要の報告を行
うものとする。

３ 報告の方法

(1) 災害情報及び被害状況報告（速報及び中間報告）は、電話又は無線等により迅速に行う

ものとする。

(2) 被害状況報告のうち最終報告は、文書により報告するものとする。

４ 被害状況判定基準

別表３のとおりとする。
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別表１

※ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、本様式により速やかに報告すること。

災 害 情 報

報 告 日 時 月 日 時現在 報 告 日 時 月 日 時現在

発 信 機 関 受 信 機 関

（振興局・市町村名等） （振興局・市町村名等）

発 信 者 受 信 者

（職・氏名） （職・氏名）

発 生 場 所

発 生 日 時 月 日 時 分 災 害 の 原 因

気 雨 量

象 河川水位

等 潮位波高

の 風 速

状 そ の 他

況

ラ

イ

フ 道 路

ラ 鉄 道

イ 電 話

ン 水 道

関 （飲料水）

係 電 気

の そ の 他

状

況

(1)災害対策本部 （名 称）

等の設置状況 （設置日時） 月 日 時 分設置

（名 称）

（設置日時） 月 日 時 分設置

(2)災害救助法 地 区 名 被害棟数 罹災世帯 罹災人数

の摘要状況

（救助実施内容）
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(3)避難の 地区名 避 難 場 所 人数 日時

状 況 自

主

避

難

応 避

難

急 勧

告

措 避

難

置 指

示

の (4)自衛隊派
遣要請の

状 状況

(5)その他措
況 置の状況

(6)応急対策 (ア)出動人員 （イ）主な活動状況

出動人員 市町村職員 名

消防職員 名

消防団員 名

その他（住民等） 名

計 名

その他 （今後の見通し等）

（注）欄に記入しきれない場合は、適宜別葉に記載し報告すること。
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別表２

被 害 状 況 報 告（ 速報 中間 最終 ）

月 日 時現在

災害発生日時 月 日 時 分 災害の原因

災害発生場所

発 機関(市町村)名 受 機関(市町村)名

職・氏名 職・氏名

信 発信日時 月 日 時 分 信 受信日時 月 日 時 分

項目 件数等 被害金額(千円) 項目 件数等 被害金額(千円)

① 死 者 人 ※個人別の氏名、 河 川 箇所

人 行方不明 人 性別、年令、原因 道 海 岸 箇所

的 重 傷 人 は、補足資料で報 工 砂防設備 箇所

被 軽 傷 人 告 ⑤ 事 地すべり 箇所

害 計 人 土 急傾斜地 箇所

棟 道 路 箇所

全 壊 世帯 橋 梁 箇所

人 木 小 計 箇所

② 棟 市町 河 川 箇所

住 半 壊 世帯 村工 道 路 箇所

人 被 事 橋 梁 箇所

棟 小 計 箇所

家 一部破損 世帯 港 湾 箇所

人 漁 港 箇所

棟 害 下 水 道 箇所

被 床上浸水 世帯 公 園 箇所

人 崖くずれ 箇所

棟

害 床下浸水 世帯 計 箇所

人 漁 沈没流出 隻

棟 ⑥ 破 損 隻

計 世帯 水 船 計 隻

人 漁港施設 箇所

③ 全壊 公共建物 棟 産 共同利用施設 箇所

非 その他 棟 その他施設 箇所

住 半壊 公共建物 棟 被 漁具（網） 件

家 その他 棟 水産製品 件

被 計 公共建物 棟 害 その他 件

害 その他 棟 計

田 流失･埋没等 ha 林 地 箇所

農地 浸冠水 ha 道 治山施設 箇所

④ 畑 流失･埋没等 ha ⑦ 有 林 道 箇所

農 浸冠水 ha 林 林 林 産 物 箇所

農作 田 ha そ の 他 箇所

業 物 畑 ha 業 小 計 箇所

農業用施設 箇所 一 林 地 箇所

被 共同利用施設 箇所 被 般 治山施設 箇所

営農施設 箇所 民 林 道 箇所

害 畜産被害 箇所 害 有 林 産 物 箇所

その他 箇所 林 そ の 他 箇所

小 計 箇所

計 計 箇所



- 資料 39 -

資 料 編

項 目 件数等 被害金額(千円) 項 目 件数等 被害金額(千円)

水 道 箇所 ⑪社会教育施設被害 箇所

⑧ 病 公 立 箇所 ⑫社会福 公 立 箇所

衛 院 個 人 箇所 祉施設等 法 人 箇所

生 清掃 一般廃棄物処理 箇所 被害 計 箇所

被 施設 し尿処理 箇所 鉄道不通 箇所 －

害 火 葬 場 箇所 鉄道施設 箇所

計 箇所 ⑬ 被害船舶(漁船除く) 隻

⑨ 商 業 件 そ 空 港 箇所

商工 工 業 件 水 道 戸 －

被害 そ の 他 件 の 電 話 回線 －

計 件 電 気 戸 －

⑩公 小 学 校 箇所 他 ガ ス 戸 －

立文 中 学 校 箇所 ブロック塀等 箇所 －

教施 高 校 箇所 都市施設 箇所

設被 その他文教施設 箇所 計 －

害 計 箇所 被 害 総 額

公共施設被害市町村数 団体 火災 建 物 件

罹災世帯数 世帯 危 険 物 件

罹災災者数 人 発生 そ の 他 件

消防職員出動延人数 人 消防団員出動延人数 人

道（振興局）

災害対

策本部 市町村名 名 称 設置日時 廃止日時

の設置

状況

災害救 補足資料（※別葉で報告）

助法適 ○災害発生場所

用市町 ○災害発生年月日

村名 ○災害の種類概況

○人的被害（個人別の氏名、性別、年令、住所、職業、被災場所、原因）→個人情報につき取扱い注意

○応急対策の状況

・避難の勧告・指示の状況

・避難所の設置状況

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

・自衛隊の派遣要請、出動状況

・災害ボランティアの活動状況 ほか
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別表３

被 害 状 況 判 断 基 準

被害区分 判 断 基 準

死 者 当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの。又は死体を確認することができない

が死亡したことが確実なもの。

(1) 当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者とする。
(2) Ａ町のものが隣接のＢ町に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、Ｂ町の死

亡者として取り扱う。(行方不明、重傷、軽傷についても同じ。）

① (3) 氏名、性別、年令、職業、住所、原因を調査し市町村と警察調査が一致すること
人 行 方 不 明 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。

的 (1) 死者欄の(2)(3)を参照。
被 重 傷 者 災害のため負傷し、1ヵ月以上医師の治寮を受け、又は受ける必要のあるもの。
害 (1) 負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が１ヵ月以上

に及ぶものを重傷者とする。

(2) 死者欄の(2)(3)を参照。
軽 傷 者 災害のため負傷し、1ヵ月未満の医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの。

(1) 負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が１ヵ月未満
であるものを軽傷者とする。

(2) 死者欄(2)(3)を参照。
住 家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わ

ない。

(1) 物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなす。
(2) 商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫、管理人宿

舎ともに半壊した場合、住家の半壊１、商工被害１として計上すること。

(3) 住家は社宅、公宅(指定行政機関及び指定公共機関のもの）を問わず全てを住家と
する。

世 帯 生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に宿

② 泊するもので共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を１世帯とする。

住 (1) 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、2世帯とする。

家 全 壊 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流

被 失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用す

害 ることが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積

がその住家の延床面積の 70％以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達

した程度のもの。

(1) 被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価とし、家財道具の被害は含まない。

半 壊 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚

だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がそ
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の住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済

的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未

満のもの。

(1) 被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、

家財道具の被害は含まない。

一 部 破 損 全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一部が破損した

状態で、居住するためには、補修を要する程度のもの。

(1) 被害額の算出は、その家屋(畳、建物を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、

家財道具の被害は含まない。

床 上 浸 水 住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができ

ない状態となったもの。

(1) 被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む）が破損した部分の損
害額とし、家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。

床 下 浸 水 住家が床上浸水に達しないもの。

(1) 被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び
汚物等の除去に要する経費は含まない。

非 住 家 非住家とは住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないものとする。これら

③ の施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。

非 (1) 公共建物とは、役場庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供する建物をいう。
住 なお、指定行政機関及び指定公共機関の管理する建物は含まない。

家 (2) その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。
被 (3) 土蔵、物置とは、生活の主体をなす主家に附随する建物の意味であって、営業用
害 の倉庫等は、その倉庫の用途に従って、その他の項目で取り扱う。

(4) 被害額の算出は、住家に準ずる。
農 地 農地被害は、田畑が流失・埋没等のため農耕に適さなくなった状態をいう。

(1) 流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ 10%以上が流出した状態をいう。
(2) 埋没とは粒径 1mm以下にあっては 2cm、粒径 0.25mm以下の土砂にあっては

④ 5cm以上流入した状態をいう。
農 (3) 埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没又は干ばつ等をいう。
業 (4) 被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は、農耕を維持するための最少限度
被 の復旧に要する費用とし、農作物の被害は算入しない。

害 農 作 物 農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。

(1) 浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間(24時間以上)作物等が地面に倒れてい
る状態をいう。

(2) 倒伏とは、風のため相当期間(24時間以上）作物等が地面に倒れている状態をいう
(3) 被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算す

ること。

農 業 用 頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をい

施 設 う。

共 同 農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地市場施

利 用 施 設 設、種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家の共同所有に係

る営農施設の被害をいう。
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営 農 施 設 農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育苗施設等

の被害をいう。

畜 産 被 害 施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。

そ の 他 上記以外の農業被害、果樹(果実は含まない）草地畜産物等をいう。

河 川 河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため防護するこ

とを必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること
海 岸 海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護することを必要とする海岸

等で復旧工事を要する程度の被害をいう。

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
⑤ 砂 防 設 備 砂防法第1条に規定する砂防設備、同法第３条の規定によって同法が準用される砂防の

土 施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
木 地 す べ り 地すべり等防止法第 2条第 3項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とる程
防 止 施 設 度の被害をいう。

被 (1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
急 傾 斜 地 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 2条第 2項に規定する急傾斜地壊防

害 崩 壊 防 止 止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。

施 設 (1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
道 路 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第 2条の道路の損壊が、

復旧工事を要する程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
橋 梁 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第 2条の道路を形成する

橋が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
港 湾 港湾法第 2条第 5項に基づく水域施設、外かく施設、けい留施設等で復旧工事を要す

る程度の被害をいう。

漁 港 漁港法第 3条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設。
下 水 道 下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路。

公 園 都市公園法施行令第 31条各号に掲げる施設で、都市公園法第 2条第 1項に規定する
都市公園若しくは緑地に設けられたもの

漁 船 動力船及び無動力船の沈没流出、破損(大破、中破、小破）の被害をいう。

(1) 港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であれば破損として取り扱う。
⑥ (2) 被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。
水 漁 港 施 設 外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するもの。

産 共 同 利 用 水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の共同利用に供

被 施 設 する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通信施設、給水施設、給油

害 施設、製氷・冷凍・冷蔵施設・干場・船揚場等をいう。

そ の 他 上記施設で個人(団体、会社も含む）所有のものをいう。

施 設



- 資料 43 -

資 料 編

漁 具 ( 網 ) 定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。

水 産 製 品 加工品、その他の製品をいう。

⑦ 林 地 新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。

林 治 山 施 設 既設の治山施設等をいう。

業 林 道 林業経営基盤整備の施設道路をいう。

被 林 産 物 素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等をいう。

害 そ の 他 苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設(飯場、作業路を含む。)等をいう。

⑧ 水 道 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設をい

衛 う。

生 病 院 病院、診療所、助産所等をいう。

被 清 掃 施 設 ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。

害 火 葬 場 火葬場をいう。

⑨ 商 業 商品、原材料等をいう。

商

工 工 業 工場等の原材料、製品、生産機械器具等をいう。

被

害

⑩公 立 文 教 公立の小、中、高校、中等教育学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等を

施 設 被 害 いう。(私学関係はその他の項目で扱う。）

⑪社 会 教 育 図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。

施 設 被 害

⑫社 会 福 祉 老人福祉施設、身体障害者(児）福祉施設、知的障害者（児)福祉施設、児童母子福祉施

施設等被害 設、生活保護施設、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設をいう。

鉄 道 不 通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。

鉄 道 施 設 線路、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。

被 害 船 舶 ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能となったもの及び

⑬ （漁船除く） 流出し、所在が不明となったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害をい

そ う。

の 空 港 空港整備法第 2条第 1項第 3号の規定による空港をいう。
他 水 道 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。

（戸数）

電 話 災害により通話不能となった電話の回線数をいう。

（戸数）

電 気 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。

（戸数）

ガ ス 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。

（戸数）

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。

都 市 施 設 街路等の都市施設をいう。

上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。
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別記２

直 接 即 報 基 準

災害等種別 項 目 基 準

火災等即報 交通機関の火災 船舶、航空機、列車、自動車の火災で次に掲げるもの

(1)航空機火災
(2)タンカー火災の他、社会的影響が高い船舶火災
(3)トンネル内車両火災
(4)列車火災

林 野 火 災 (1)焼損面積 10ha以上と推定されるもの
(2)空中消火を要請したもの

危険物等事故 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」と

いう。）を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物の運搬にかかる事故で、次に掲

げるもの

(1)死者（交通事故によるものは除く）又は行方不明者が発生したもの
(2)負傷者が５名以上発生したもの
(3)危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施
設内又は周辺で、５００㎡程度以上の区域に影響を与えたもの

(4)危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等漏えい事故で次に該当
するもの

①河川等へ危険物が流出し、防除・回収等の活動を要するもの

②５００キロリットル以上のタンクから危険物等の漏えい等

(5)市街地又は道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近
住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの

(6)市街地又は道路上において発生したタンクローリーの火災
ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災

爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの（武力攻撃

事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。）

救急・救助 死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの

事故即報 (1)航空機の墜落、衝突等による救急・救助事故
(2)バスの転落等による救急・救助事故
(3)ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故
(4)不特定多数の者が集まる場所における 救急・救助事故

(5)その他報道機関に取りあげられる等社会的影響が大きいもの
災 害 即 報 地 震 発 生 (1)地震が発生し、町区域内で震度５強以上を記録したもの

（被害の有無は問わない）

(2)津波・風水害・火山災害のうち死者又は行方不明者が生じたもの

消防庁報告先
区分 平日（9:30～ 17:45） 休日・夜間（左記以外）

回線 (消防庁応急対策室) （消防庁宿直室）

Ｎ Ｔ Ｔ 回 線 03-5253-7527 03-5253-7777
03-5253-7537(FAX) 03-5253-7553(FAX)

消防防災無線 7527 7782
7537(FAX) 7789(FAX)

地域衛生通信 TN-048-500-7527 TN-048-500-7782
ネットワーク TN-048-500-7537(FAX) TN-048-500-7789(FAX)
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別記様式

避難所の設置及び収容状況

避難所の 避難所 避難の 避難者 物品使用状況 実支

種 別 開設期間 備考

名 称 の住所 機 関 の氏名 品名 数量 出額

月 日～ 月 日

既存建物

野外仮設

計 天 幕

（注）１ 「種別」欄は、既存建物、野外仮設、天幕の別を記入すること。

２ 物品の使用状況は、開設期間中に使用した品目、使用数量を記入すること。
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指定緊急避難場所一覧

（１）屋外施設

地区名 所 在 地 場 所 面積㎡ 施設管理者 不適災害

字滝之町 287-1他 壮瞥町町民公園 18,951 総 務 課 噴火

滝之町
字滝之町 384-1他 そうべつ情報館 i（多目的広場） 12,628 商工観光課

字滝之町 420-5 壮瞥中学校グラウンド 10,936 学 校 長

字滝之町 234-6 壮瞥町総合グラウンド 22,452 教育委員会 噴火

久保内 字南久保内 142-4 久保内小中学校グラウンド 13,433 学 校 長 土砂災害

（２）屋内施設

地 名 称 所在地 面積 収容人員 施 設 不適

区 (㎡) (人) 管理者 災害

壮瞥小学校体育館 滝之町 435 720 240 学校長

滝 壮瞥中学校体育館 滝之町 420-5 720 240 学校長

之 壮瞥高等学校体育館 滝之町 235-13 630 210 学校長 噴火・土砂災害

町 壮瞥町町民会館 滝之町 245 77 26 生涯学習課 噴火

壮瞥町遊学館 滝之町 242 403 134 生涯学習課 噴火・土砂災害

ゆーあいの家 滝之町 290-44 64 21 総務課 噴火

壮瞥町保健センター 滝之町 284-2 160 53 住民福祉課 噴火

そうべつ子どもセンター 滝之町 432-9 581 194 住民福祉課

久保内小学校体育館 南久保内 142-4 513 171 学校長 土砂災害
久

久保内中学校体育館 南久保内 142-38 609 203 学校長 土砂災害
保

壮瞥町青少年会館 南久保内 14-22 432 144 住民福祉課 土砂災害
内

壮瞥町農村環境改善センター 南久保内 145-8 492 164 総務課

蟠渓 蟠渓ふれあいセンター 蟠渓 26-1 221 74 総務課

弁景 オロフレほっとピアザ 弁景 204-7 60 20 商工観光課

立香 立香ふれあいセンター 立香 142 275 92 総務課

仲洞爺 仲洞爺公民館 仲洞爺 22-5 72 24 自治会長 土砂災害

来夢人の家 仲洞爺 30-10 39 13 総務課

収容人員は、１人約３㎡で換算
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指定避難所一覧

地 名 称 所在地 面積 収容人員 施 設 不適

区 (㎡) (人) 管理者 災害

壮瞥小学校体育館 滝之町 435 720 240 学校長

滝 壮瞥中学校体育館 滝之町 420-5 720 240 学校長

之 壮瞥高等学校体育館 滝之町 235-13 630 210 学校長 噴火・土砂災害

町 壮瞥町町民会館 滝之町 245 77 26 生涯学習課 噴火

壮瞥町遊学館 滝之町 242 403 134 生涯学習課 噴火・土砂災害

ゆーあいの家 滝之町 290-44 64 21 総務課 噴火

壮瞥町保健センター 滝之町 284-2 160 53 住民福祉課 噴火

そうべつ子どもセンター 滝之町 432-9 581 194 住民福祉課

久保内小学校体育館 南久保内 142-4 513 171 学校長 土砂災害
久

久保内中学校体育館 南久保内 142-38 609 203 学校長 土砂災害
保

壮瞥町青少年会館 南久保内 14-22 432 144 住民福祉課 土砂災害
内

壮瞥町農村環境改善センター 南久保内 145-8 492 164 総務課

蟠渓 蟠渓ふれあいセンター 蟠渓 26-1 221 74 総務課

弁景 オロフレほっとピアザ 弁景 204-7 60 20 商工観光課

立香 立香ふれあいセンター 立香 142 275 92 総務課

仲洞爺 仲洞爺公民館 仲洞爺 22-5 72 24 自治会長 土砂災害

来夢人の家 仲洞爺 30-10 39 13 総務課

収容人員は、１人約３㎡で換算

資 料 編
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様式１

緊 急 通 行 車 両 確 認 標 章

備考 1 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、

「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀色

とする。

2 記号の部分に、表面の画像が光の反射確度に応じて変化する措置を施すものとする。

3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

様式２

第 号

年 月 日

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書

知 事 ,

公安委員会 ,

番号標に表示

されている番号

車両の用途（緊急輸送

を行う車両にあって

は、輸送人員又は品名)

住 所 （ ） 局 番
使 用 者

氏 名

通 行 日 時

通 行 経 路 出 発 地 目 的 地

備考 用紙は、日本工業規格Ａ 5とする。
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別記様式

輸 送 記 録 簿

借 上 等 修 繕

輸送 輸送 燃 実

目的 区間 使用車両等 故障車両等 修 料 支 備考

月日 （距離） 金額 修繕 繕 故障の 費 出

種類 台数 名称 所有者 月日 費 概 要 費

番号 氏名

円 円 円 円

計

（注）１ 「目的」欄は主なる目的（又は救助の種類名）を記入すること。

２ 都道府県又は市町村の車両等による場合は「備考」欄に車両番号を記入すること。

３ 借上車両等による場合は有償又は無償を問わず記入すること。

４ 借上等の「金額」欄には、運送費又は車両等の借上費を記入すること。

５ 「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障箇所を記入すること。
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炊 き 出 し 受 給 者 名 簿

炊き出 世帯主 家 月 日 月 日 月 日 3日間 4日以降 合 実支 備

しの施 の氏名 族 小 計 小 計 計 出額 考

設名 数

朝 昼 夕 朝 昼 夕 朝 昼 夕 朝 昼 夕 朝 昼 夕

円

計

（注）「備考」欄には給食内容を記入すること。
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給 水 記 録 簿

給 水 給 給 給 給 給 給 水 用 機 械 器 具

年月日 水 水 水 水 水

地 世 人 量 時 名 称 借 上 修 繕 燃 実支出額

区 帯 員 間 料

数 数量 所 金 修繕 修 修繕の 費 備 考

有 額 月日 繕 概 要

者 費

年月日 世帯 人 ｍ 3 円 月日 円 円 円

計

（注） １ 給水機械器具は借上料の有償、無償の別を問わず作成するものとし、有償による場合のみ「金額」欄に

額を記入すること。

２ 「修繕の概要」欄には、修理の原因及び主な修理箇所を記入すること。
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様式１

被 災 世 帯 調 査 票

災害の内容

調査員

地区名
（住所）

世帯主 世帯構成 避難先
氏 名 人 員

被害の状況 住 居住状況 1 自家 2 借家 3 間借 4 アパート
5 施設内 6 飯場 7 その他

1 全 壊
家 被害の程度

2 半 壊
家 被害の程度

3 一部破損
生活必需品等

4 床上浸水 財 の給与の要否

5 床下浸水 そ の 他

世 帯 の 状 況

人員 続 柄 氏 名 年齢 性別 職 業 備 考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

注）１ 「災害の内容」は、（例 台風○○号）と記入すること。

２ 「被害の状況」は、調査員が被害の内容を調査の上、第 5章第 3節の被害状況判断
基準により該当項目を○で囲むこと。

３ 「世帯の状況」の「続柄」欄には同居人、下宿人、寄宿人、飯場の作業員等もその旨

記入すること。

４ 「職業」欄には、児童・生徒の場合は小 1、中 2等と記入すること。
５ 「備考」欄には、貸与品目数量、要措置事項、被災後の生計、住宅措置の見込み等を

記入すること。
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様式２

生 活 必 需 品 等 受 払 簿

品 名

年 月 日 摘 要 受 入 払 出 残 備 考

（注） 「摘要」欄には、購入先又は受入先及び払出先を記入すること。
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別記様式

学 用 品 の 給 与 状 況

備

児童 学用品の内訳

学 親権者 給与 実

学校名 （生徒） 教 科 書 その他の学用品 支 考

年 氏 名 年月 出

氏名 国語 算数 国語 算数 額

月日 円

小学校 人 円

計

中学校 人 円

学用品を上記のとおり給与したことに相違ありません。

年 月 日

責任者（学校長）

氏 名 ,

（注）１「給与年月」欄には、その児童（生徒）に対して最後に給与した月日を記入すること。

２「学用品の内訳」欄には、数量を記入すること。
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様式 1

遺 体 処 理 台 帳

死亡者氏名 死体発見 遺族氏名 死体の処理 死体保管場所
番 状 況 見 実

支 備考

号 氏名 住所 発見 発見 氏名 住所等 分 検 金 洗 金 縫 金 出 保管 収容・ 火葬

日時 場所 （続柄） 案 額 浄 額 合 額 場所 引渡月日 の有無

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

月 日 収容月日 有 骨つぼ

男・女 : ( ) (TEL ) 無 棺なし

（注） 葬祭を行った者が町長であるときには遺族氏名欄に「町長」と記入すること。また、身

元不明者については備考欄に身体的特徴を記入すること。
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様式２

行 旅 死 亡 人 処 理 台 帳

番 死体処理 死亡者性別 火 葬 月 日 葬 祭 費 備 考

号 台帳番号 （推定年齢） 葬祭を行った者 支出内容等 合 計

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

男・女 月 日

（ 歳） 壮瞥町長

（注）死体処理に要した費用、火葬場使用料、骨つぼ代は町負担とする。
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様式３

行 方 不 明 者 捜 索 状 況

行方不明者 捜索用機械器具

年 月 日 捜 索 氏 名 金 額 備 考

地 区 名 称 数量 所有者管理者氏名

年 月 日 円

（注） 捜索用機械器具は、借上費の有償又は無償の別を問わず記入するものとし、有償によ

る場合のみ、その借上費を金額欄に記入すること。
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別紙１

障害物除去状況記録簿

住家被害程度区分 氏 名 除去に要した期間 実支出額 除去に要すべき状態の概要 備 考

月 日～ 月 日 円

半壊（焼） 世帯

計

床上浸水 世帯
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労 務 者 雇 用 台 帳

（救助種別）

住所 氏名 日額 月 分 基本賃金 割増賃金

備考

日 日 日 日 日 日 日数 金額 時間 金額

円 円

計 人 円 人 人 人 人 人 人
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壮 総 号

年 月 日

胆振総合振興局長 様

壮瞥町長 印

災 害 派 遣 の 要 請 に つ い て

このことについて、次のとおり のため緊急措置が必要なの

で、自衛隊の災害派遣を要請します。

記

１ 災害の状況及び派遣を要請する理由

２ 派遣を必要とする期間

３ 派遣部隊が展開できる場所

４ 派遣を希望する区域及び活動内容

５ 派遣部隊との連絡方法その他参考となる事項
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壮 総 号

年 月 日

胆振総合振興局長 様

壮瞥町長 印

災 害 派 遣 撤 収 要 請 に つ い て

年 月 日付け壮総号で要請した災害派遣については、

ので、次の時刻をもって撤収を要請します。

記

１ 撤収要請日時 年 月 日 時 分

２ 撤収区域
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別表

有 珠火山防 災会議 協議会委員

機 関 名 委 員 連 絡 担 当 者

後 志 森 林 管 理 署 署 長 総 務 課 長

札 幌 管 区 気 象 台 気 象 防 災 部 火 山 技術部地震火山課火山

防 災 情 報 調 整 官 監視・情報センター所長

室 蘭 地 方 気 象 台 台 長 防 災 管 理 官

室 蘭 開 発 建 設 部 次 長 防 災 対 策 官

室 蘭 海 上 保 安 部 部 長 警 備 救 難 課 長

第 ７ １ 戦 車 連 隊 連 隊 長 第 ３ 科 連 絡 幹 部

胆 振 総 合 振 興 局 地 域 政 策 部 長 地 域 政 策 課 主 幹

胆 振 総 合 振 興 局 産 業 振 興 部 長 林 務 課 長

胆 振 総 合 振 興 局 保 健 環 境 部 長 保健行政室企画総務

課 企 画 調 整 係 長

室 蘭 建 設 管 理 部 部 長 洞 爺 出 張 所 長

伊 達 警 察 署 署 長 警 備 課 長

西 胆 振 消 防 組 合 消 防 本 部 消 防 長 消 防 課 長

伊 達 市 防 災 会 議 会 長 総務課危機管理室長

洞 爺 湖 町 防 災 会 議 会 長 企 画 防 災 課 長

壮 瞥 町 防 災 会 議 会 長 総 務 課 長

豊 浦 町 防 災 会 議 会 長 総 務 課 長
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